
平成２９年度（１１月分）入札結果一覧表

事後審査型一
般競争入札

平成29年10月26日 管路整備課 和歌浦東１丁目配水管布設替工事 14,380,000 円 12,760,000 円 平成29年11月9日 から 11,330,000 円

配水管工事
（水道局）

9:30 17000036 和歌浦地区 143 日 11,330,000 円 平成30年3月31日 まで 78.79 ％

事後審査型一
般競争入札

平成29年10月26日 管路整備課 山口西配水管布設工事 6,730,000 円 5,960,000 円 平成29年11月9日 から 5,290,000 円

配水管工事
（水道局）

10:30 17000034 山口地区 115 日 5,290,000 円 平成30年3月3日 まで 78.60 ％

随意契約 平成29年10月31日 管路整備課 朝日配水管布設工事 3,870,000 円 - 円 平成29年11月2日 から 3,800,000 円

土木工事業 9:30 17000038 安原地区 91 日 - 円 平成30年1月31日 まで 98.19 ％

随意契約 平成29年10月31日 管路整備課 和田配水管布設工事 3,480,000 円 - 円 平成29年11月2日 から 3,200,000 円

土木工事業 10:00 17000039 三田地区 108 日 - 円 平成30年2月17日 まで 91.95 ％

落札業者名№

入札方法 入札日
工事担当課

名
工事名

落札金額
（税抜き）

工事種別 入札時間 工事番号 工事場所 設計工期
失格価格又は
最低制限価格
（税抜き）

落札率

予定価格
（税抜き）

1 加建工業（株）   （株）三愛基礎工業   ヤスキ水道工業（株） 3
ヤスキ水道工業
（株）

工期

低入札価格調査
基準価格

（税抜き）

入札参加業者

入札
参加
業者
数

3 原実業 1 原実業

2
（有）栄起創建   中村設備工業（株）   （有）西岡水道店   （株）藤島建
設   藤本開発（株）

5 （有）栄起創建

4 拓伸建設（株） 1 拓伸建設（株）



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第 17000034 号

工 事 名 山口西配水管布設工事

工 事 概 要

φ200mm　DIP　GX形　L=111.3m

水道局



様式第１号の１ （当初契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７００００３６号

工 事 名 和歌浦東１丁目配水管布設替工事

工 事 概 要

φ75㎜　DIP　GX形　L=73.8ｍ
φ50㎜　HIVP　RR形　L=139.4ｍ
給水管切替工　23箇所

水道局



様式第１号の２ （当初契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７００００３８号

工 事 名 　朝日配水管布設工事

工 事 概 要

φ400mm　DIP　GX形　L=  9.2m
φ150mm　DIP　GX形　L= 10.0m

随 意 契 約 の 理 由

　本工事は、安原地区において、和歌山県発注
の和歌山橋本線道路改良工事（道改交金 第１１
３号－３９号 以下、本体工事）の施工範囲内に
φ400及び150㎜配水管を布設するものである。
　本工事施工にあたり、本体工事で設置する
ボックスカルバートを伏せ越しするため、ボッ
クスカルバート設置後に配水管を布設するには
施工が困難である。そのため、設置時に先行し
て配水管を布設し、本体工事の進捗に支障がな
いように工程調整するため、本体工事受注者が
受注することで適切な工程管理が確保され、工
期内完成が遵守される。
　さらに、本体工事の土工掘削範囲を利用でき
ることで、本工事の工事費が削減できる。
　これらのことから、地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第６号を適用し、和歌山橋
本線道路改良工事（道改交金 第１１３号－３９
号 ）の受注者である、和歌山県和歌山市松島２
０２－１３２ 原実業　原　暢孝にて契約致した
い。

水道局



様式第１号の２ （当初契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７００００３９号

工 事 名 　和田配水管布設工事

工 事 概 要

φ400mm　DIP　GX形　L=  7.6m
φ150mm　DIP　GX形　L=  9.4m

随 意 契 約 の 理 由

　本工事は、三田地区において、和歌山県発注
の和歌山橋本線道路改良工事（道改交金 第１１
３号－２９号 以下、本体工事）の施工範囲内に
φ400及び150㎜配水管を布設するものである。
　本工事施工にあたり、本体工事で設置する
ボックスカルバートを伏せ越しするため、ボッ
クスカルバート設置後に配水管を布設するには
施工が困難である。そのため、設置時に先行し
て配水管を布設し、本体工事の進捗に支障がな
いように工程調整するため、本体工事受注者が
受注することで適切な工程管理が確保され、工
期内完成が遵守される。
　さらに、本体工事の土工掘削範囲を利用でき
ることで、本工事の工事費が削減できる。
　これらのことから、地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第６号を適用し、和歌山橋
本線道路改良工事（道改交金 第１１３号－２９
号 ）の受注者である、和歌山県和歌山市北島４
３３－６ハイム８８　拓伸建設株式会社　代表
取締役　山村　美代子にて契約致したい。

水道局


